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1.　計画の目的

1.1 策定の趣旨
1.2 計画の性格

2.　海岸の保全に関する基本的な事項

2.1 海岸の現況及び保全の方向に関する事項
2.1.1 海岸の概要
2.1.2 自然特性
2.1.3 社会的特性

2.2 天塩沿岸の問題点並びに⻑期的な課題と施策
2.2.1 海岸防護に関する事項
2.2.2 海岸環境に関する事項
2.2.3 海岸利用に関する事項

3.　海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

A 留萌ゾーン
B 天塩ゾーン
C 稚内ゾーン
D 利尻・礼文ゾーン
E 天売・焼尻ゾーン
施設整備にあたって特に留意すべき事項

海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

A 留萌ゾーン【雄冬岬（増⽑町）〜⾦⽐羅岬（初⼭別町）】
B 天塩ゾーン【⾦⽐羅岬（初⼭別村）〜坂の下地区海岸とﾂﾀｳｹﾅｲ地区海岸の境界（稚内市）】
C 稚内ゾーン【坂の下地区海岸とﾂﾀｳｹﾅｲ地区海岸の境界（稚内市）〜宗⾕岬（稚内市）】
D 利尻，礼文ゾーン【利尻島（利尻町，利尻富士町），礼文島（礼文町）】
E 天売，焼尻ゾーン【天売島（羽幌町），焼尻島（羽幌町）】
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 [　変 更 理 由 ]

ゾーン区分及びゾーンのテーマ図

　国は、東北地方太平洋沖地震を受け、平成２３年９月に「今後の津波対策を構築
するにあたり、基本的に二つのレベルの津波を想定する必要がある」とした津波対
策に関する方針を示したことから、道は、この方針に基づき平成２４年６月に「北
海道地域防災計画の一部修正」を行い、最大クラスの津波（Ｌ２津波）に対して
は、「住民避難を軸とした総合的な対策」を講じることとし、また、「最大クラス
の津波に比べ発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波（以
下、Ｌ１津波）に対しては「海岸保全施設等の整備をメインとした対策」を進める
こととした。
　このことから、今後、津波対策を目的とした海岸堤防等を整備するため、天塩沿
岸の「防護すべき地域」、「防護水準」及び「海岸保全施設の整備に関する基本的
な事項」にＬ１津波に関する事項を追記する。























2.2　天塩沿岸の問題点並びに長期的な課題と施策

　2.2.1　海岸防護に関する事項

　（1）海岸の防護目標
　　 ① 目標

 　　② 防護すべき地域

　 　③ 防護水準

　本計画における防護すべき地域は、海岸保全施設が整備されない場合に、防護水準
として設定した波浪等による浸水や現在進行中の侵食により、海岸背後の家屋や土地
に対して被害の発生が想定される地域とする。
　また、津波に対しては「最大クラスの津波に比べ発生頻度が高く（数十年から百数
十年に一度程度）、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波（Ｌ１津波）」が
発生した場合の浸水区域とする。

　天塩沿岸は、古来より自然と共に育まれた海域と陸域からなり、環境の急激な変化
や海岸災害の発生、各種利用間の競合など、様々な問題が生じている。このため、こ
れらの諸問題を解決するとともに、地域住民生活の健全な発展と国土の有効な利用を
促進するため、安全な海岸づくりを進める必要がある。

　越波等による浸水被害の防護については、過去に発生した既往最高潮位に、適切に
推算した波浪の影響を加えて、これらに対して防護することを目標とする。防護水準
は、対象海岸の背後状況や地域ニーズに応じ、海岸管理者が適切に設定することと
し、地域住民と一体となったソフト面での対策等を図ることにより、総合的な防護を
図るものとする。侵食による被害の防護については、現状の汀線を保全・維持するこ
とを基本的な目標とするが、侵食が著しく背後地に被害が生じる可能性に応じて汀線
の回復を図ることを目標とする。
　津波による浸水被害の防護については、学識経験者等からなる「北海道日本海沿岸
の設計津波水位検討委員会」により設定した「海岸保全施設等の設計に用いる津波の
水位」に対して防護することを目標とする。
　天塩沿岸における防護水準は、次表2.2.1及び表2.2.2のとおりとする。



宗谷岬　→

侵食

計画高潮位
T.P.+0.8m
(D.L.+0.9m)

Ho=8.3m～11.2m
To=12.8s～15.1s

Ho=12.0m～12.2m
To=14.4s～14.6s

礼文町

苫前町

羽幌町

留萌

稚内市

天塩

稚内市

初山別村

増毛町

初山別村

表2.2.1　防　護　水　準

ゾーン名

羽幌町

豊富町

幌延町

天塩町

高　　　潮

天売・焼尻

町村名
波　　浪

Ho(波高),To(周期)

現状の汀線維
持もしくは必
要に応じた汀
線の回復

Ho=10.5m～15.5m
To=13.3s～16.3s

Ho=10.8m～12.6m
To=14.4s～14.6s

Ho=10.1m～12.0m
To=13.9s～15.1s

防　護　水　準

金比羅岬　→

→
稚内

利尻・礼文

小平町

潮　　位

計画高潮位
T.P.+1.2m
(D.L.+1.1m)

留萌市

雄冬岬　→

遠別町

坂の下地区海岸とﾂﾀ
ｳｹﾅｲ地区海岸の境界

利尻富士町

利尻町



2-A 稚内海岸（大岬地区宗谷岬～富磯地区（増幌川河口））

2-B 稚内海岸（富磯地区（増幌川河口）～声問地区）

2-C 稚内海岸（声問地区～潮見地区）

3-A 稚内海岸（潮見地区～野寒布地区）

3-B 稚内海岸（野寒布地区～抜海地区）

3-C 稚内海岸（抜海地区～オネトマナイ地区）

3-D 豊富海岸（稚咲内地区～）

4 4 幌延海岸～天塩川河口

5-A 天塩川河口～天塩海岸　浜更岸海岸

5-B 遠別海岸～初山別海岸（豊岬地区）

6-A 初山別海岸（豊岬地区）～羽幌海岸（羽幌川河口）

6-B 羽幌海岸（羽幌川河口～栄町地区）

7 7 苫前海岸～

8-A 小平海岸～留萌海岸（大町地区）

8-B 留萌海岸（大町地区～札受地区）

8-C 留萌海岸（札受地区）～増毛海岸（日方泊地区）

9 9-A 増毛海岸（クズレ地区）～増毛海岸（雄冬地区）

34 34

35-A

35-B

35-C

36 36

37-A

37-B

38-A

38-B

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

礼文海岸（西上泊地区～弁財泊地区）

天売島（相影地区～弁天地区）

天売島（千鳥ヶ浦地区～相影地区）

利尻町～利尻富士町

利尻町

礼文海岸（西上泊地区～弁財泊地区）

焼尻島（豊崎地区～西浦地区）

焼尻島（西浦地区～白浜地区）

礼文海岸（船泊地区～須古頓地区（スコトン岬））

利尻海岸（富士見地区（沓形岬）～泉町地区）

利尻海岸（神居地区）～利尻富士海岸（金崎地区）

利尻富士海岸（鬼脇地区～富士野地区）

利尻富士海岸（富士野地区～大磯地区）

礼文海岸（須古頓地区（スコトン岬）～鉄府地区）

利尻海岸（栄浜地区～富士見地区（沓形岬））

遠別町

天塩町

礼文町

利尻富士町

利尻富士町

焼尻島

焼尻島

焼尻島

天売島

天売島

増毛町

留萌市

小平町

苫前町

羽幌町

初山別村

幌延町

稚内市

稚内市

稚内市

稚内市

稚内市

+1.4

+2.0

+2.1

（推定）西方沖地震津波

（推定）西方沖地震津波

（推定）南西沖地震津波

+1.7

+1.6

+1.6

+1.4

+1.9

+2.5

+1.7

+1.9

+2.6

+2.6（推定）南西沖地震津波

（推定）西方沖地震津波 +2.0

（推定）青森県西方沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

1983年日本海中部地震津波

（推定）南西沖地震津波

宗
谷
総
合

利尻町

礼文町

礼文町

礼文町

焼尻島（白浜地区～東浜地区）

1983年日本海中部地震津波

35

37

38

留
萌

1983年日本海中部地震津波

1983年日本海中部地震津波

1983年日本海中部地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

1983年日本海中部地震津波

（推定）南西沖地震津波

（推定）南西沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

1983年日本海中部地震津波

対象津波海岸名

（推定）青森県西方沖地震津波

（推定）青森県西方沖地震津波

1983年日本海中部地震津波

1983年日本海中部地震津波

1983年日本海中部地震津波

稚内市

稚内市

箇所名

+1.7

留
萌

増毛町

+1.7

設計津波水位
（T.P. +m）

振
興
局

　海岸堤防等の高さは、今後、設計津波水位と低気圧等による高潮・高波に対する必要
高を比較のうえ、海岸の機能の多様性への配慮、環境保全、周辺景観との調和、経済
性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮する。

+2.3

+1.8

+2.2

+1.7

+1.7

+1.9

+1.7

+1.6

+2.0

宗
谷
総
合

2

3

No

表2.2.2　設計津波水位

1983年日本海中部地震津波 +1.7

5

6

8

+2.2

+1.7

+1.6

+1.7

+2.1



 

 

 （２）海岸防護に関する現状，課題及び施策 

 

 ①海岸保全施設の効果維持 

 

□現状 

・天塩沿岸は冬期波浪や台風が引き起こす波浪によって越波，浸水の被害を受けているほか，

今後は津波による被害も想定される．このため，護岸や消波堤，離岸堤など海岸保全施設の

整備が進められてきたところである．しかし保全機能が十分ではない地域が残っており，ま

た既設の海岸保全施設の老朽化も懸念されている． 

 

□住民の意見 

・住民のアンケートでは，今後の防災施設整備について，「あまり整備しなくてよい」との回

答は若干であり，市町村住民は施設整備は必要であるとの認識を持っている．また，自由意

見では，「波が道路にあがらないようにして欲しい」との意見がある． 

 

□課題  

・背後地で生活する人々の安全を確保するために，所定の機能が不足している施設や老朽化し

ている施設の改良および施設の新設など，より安全性の高い海岸保全施設による防護機能の

向上が必要である． 

 

□施策 

・施設機能の適切な保持を図るための維持補修，また機能が不足している施設や老朽化してい

る施設の改良を効果的に進めるとともに，建設コストと背後地への効果を勘案し、広範囲に

わたり防護効果が発揮されるよう効率的な整備手法の検討を行う．  

・海岸保全施設の日常的な点検や維持管理などについても損害や異常箇所の早期発見・補修な

どを図ることができるよう，継続的かつ適切に行う． 

 

 



 

 

②海岸保全施設整備における環境・利用への配慮 

 

  □現状 

・天塩沿岸は変化に富んだ長大な海岸線，すぐれた景観などの自然環境に恵まれており，夏期

の温暖な気候を利用した海洋性レクリエーションが盛んである．また，古くから漁業の盛ん

な地域であり，多くの漁港が整備されている． 

 

□住民の意見 

・住民のアンケートによると，「海岸における防災施設の印象」について，「自然や周辺との景

観の調和に欠けている」との意見は半数近くを占めているとともに，「今後の防災施設整備」

については「自然を壊さないように整備する」，「自然環境と共生，活用するように整備する」

との意見が過半数を占め，自然環境に配慮した整備が望まれている． 

 

□課題 

・海岸保全施設の整備に際しては，背後地の保全などの防護面だけではなく，豊かな自然環境

や景観の保全，漁業への影響や観光，海洋性レクリエーションの利便性など多面的な配慮が

必要である． 

 

  □施策 

・海岸の防護のみを目的とするだけではなく，利便性にも配慮し，緩傾斜護岸の整備といった

海岸へのアクセス性の向上にも配慮する． 

・美しい景観，優れた消波機能を持つ砂浜や，海浜植生も含めた自然海岸の維持に十分配慮し，

より高質で安全な海岸整備を行う． 

 



 

 

 ③砂浜の保全 

 

□現状 

・天塩沿岸では土砂収支の不均衡による海岸侵食が生じている．海岸侵食が進むと陸地への浸

水被害等が広がるほか，護岸，堤防等の海岸保全施設の基礎を洗掘してしまうため，施設の

機能低下の要因ともなる．また砂浜は天然の防災機能，海水浄化機能を有し，景観・利用面

からもその機能は重要である． 

 

□住民の意見 

・住民アンケートでは，「海岸の環境について 10 年前との比較」について，半数の人々が「海

辺の砂浜」が「狭くなった」と感じている．また，「海岸での不安な現象」について「海岸

の浸食」があがっており，住民は砂浜の減少に懸念を抱いている． 

・住民アンケートの自由意見でも海岸浸食に関するコメントが多く，背後の川，山と一体とな

った侵食対策を望む声があがっている． 

・縦覧意見では「初山別村第三栄の自然の砂浜を残して欲しい」との意見がある． 

 

□課題 

・海岸侵食の対策としては，沿岸漂砂の連続性を勘案するとともに流域の源頭部から海岸まで

の一貫した土砂収支の定量的な把握を行う事が必要である． 

 

  □施策 

・海岸侵食に関する調査研究により広域的な土砂収支の把握及び，侵食原因の解明を図るとと

もに必要に応じて関係機関と連携した対策を行う． 

・緊急性を要する海岸については，広域的な土砂収支に配慮し海岸保全施設の整備を行う． 

 

 



 

 

④防災ソフト対策の充実 

 

  □現状 

・天塩沖には地震空白域（近年，地震が発生していない箇所）が存在し，将来地震発生も予想

されている．  

・天塩沿岸では過去に冬期波浪や台風が引き起こす波浪によって越波，浸水の被害を受けてい

る．そのため，地域の防災体制としては住民の生活と財産を守り，安心して暮らせる災害に

強いまちづくりのため，地域防災計画の策定など各市町村で防災知識の普及，防災活動大成

の整備などに取り組んでいる． 

 

□住民の意見 

・住民アンケートでは，「海岸での不安な現象」について「津波による災害」との回答が最も

多く，津波に対する対策が望まれている． 

 

□課題 

・津波，高波による越波や浸水の災害に対する防護は海岸保全施設の整備だけでなく，緊急時

の避難経路の確保，災害発生時の迅速・適切な情報の収集や発信などソフト面における対策

などが必要である． 

   

  □施策 

・津波，高波による越波や浸水の災害に対しては海岸保全施設の整備だけでなく，地域と連携

して災害発生時の迅速・適切な情報の収集や発信などソフト面における対策を行う． 

・地域住民の防災意識の向上及び防災知識の普及を進め，地域住民が安心して暮らせる地域づ

くりを支援する． 

 


































